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下水道事業の受益者負担金を　　　　�
　　納めていただく区域が広がります�
下水道事業の受益者負担金を　　　　�
　　納めていただく区域が広がります�
下水道事業の受益者負担金を　　　　�
　　納めていただく区域が広がります�

新
た
な
賦
課
区
域
は

今
年
度
の
賦
課
区
域
は
図
の
と
お
り
で

す
。
今
後
も
整
備
の
進
み
具
合
に
よ
っ
て
、

毎
年
４
月
に
対
象
区
域
を
決
定
し
、
お
知

ら
せ
し
て
い
き
ま
す
。

受
益
者
負
担
金
は
公
平
の
原
則
か
ら

下
水
道
が
整
備
さ
れ
る
と
、
ト
イ
レ
か

ら
の
し
尿
や
台
所
・
ふ
ろ
か
ら
の
生
活
雑

排
水
な
ど
を
直
接
下
水
道
管
へ
流
す
こ
と

が
で
き
ま
す
。
汚
水
が
側
溝
に
流
れ
な
く

な
り
、
生
活
環
境
が
改
善
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
下
水
道
の
施
設
は
道
路
や
公

園
な
ど
の
公
共
施
設
と
違
い
、
利
用
で
き

る
人
が
限
ら
れ
る
た
め
、
下
水
道
の
整
備

費
を
税
金
だ
け
で
ま
か
な
う
こ
と
は
公
平

さ
を
欠
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、

下
水
道
が
整
備
さ
れ
て
便
益
を
受
け
る
人

（
受
益
者
）
に
整
備
費
の
一
部
を
負
担
し

て
い
た
だ
き
、
下
水
道
の
整
備
を
一
層
促

進
し
よ
う
と
い
う
の
が
受
益
者
負
担
金
制

度
で
す
。

受
益
者
負
担
金
は
１
平
方
�
当
た
り
350
円

受
益
者
負
担
金
の
対
象
と
な
る
土
地
は
、

原
則
と
し
て
下
水
道
整
備
区
域
内
の
す
べ

て
の
土
地
で
す
。

負
担
金
を
納
め
て
い
た
だ
く
人
は
、
そ

の
区
域
の
土
地
所
有
者
で
す
（
そ
の
土
地

に
地
上
権
や
使
用
貸
借
な
ど
の
権
利
が
あ

る
場
合
は
、
そ
の
権
利
者
に
納
め
て
い
た

だ
く
場
合
も
あ
り
ま
す
）。

負
担
金
は
、
そ
の
土
地
に
対
し
て
一
度

限
り
の
も
の
で
、
１
平
方
�
当
た
り
350
円

で
す
。

負
担
金
の
納
付
方
法
は
、
分
割
納
付

（
年
２
回
ず
つ
５
年
間
）
と
一
括
納
付
が

あ
り
、
一
括
納
付
を
す
る
と
報
奨
金
が
交

付
さ
れ
ま
す
。

・
例
え
ば
200
平
方
�
（
約
60
坪
）
の
土
地

の
負
担
金
額
は
…

350
円
×
200
平
方
�
＝
７
万
円

分
割
納
付
の
場
合
は
７
０
０
０
円
ず
つ

の
10
回
払
い
。
一
括
納
付
の
場
合
は
報
奨

金
１
万
１
３
４
０
円
を
差
し
引
い
た
５
万

８
６
６
０
円
の
負
担
で
す
。

受
益
者
は
申
告
を

受
益
地
を
正
し
く
把
握
し
、
ま
た
負
担

金
を
各
受
益
者
に
割
り
当
て
徴
収
す
る
た

め
、
土
地
所
有
者
に
地
目
・
面
積
な
ど
を

記
載
し
た
申
告
書
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、

内
容
を
確
認
の
う
え
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

受
益
者
負
担
金
説
明
会
を
開
催

受
益
者
負
担
金
制
度
と
納
付
ま
で
の
手

続
き
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
説
明

会
を
開
き
ま
す
（
該
当
す
る
土
地
所
有
者

に
は
直
接
ご
案
内
し
ま
す
）。

〈
今
年
度
の
納
付
ま
で
の
流
れ
〉

�
４
・
５
月
…
関
係
者
へ
の
説
明
会
　
�

６
月
上
旬
…
受
益
者
申
告
書
の
送
付
　
�

６
月
末
ま
で
…
市
へ
申
告
書
を
提
出
　
�

８
月
上
旬
…
負
担
金
決
定
通
知
書
の
送
付

�
９
月
上
旬
…
納
入
通
知
書
の
送
付
　
�

９
月
末
ま
で
…
指
定
金
融
機
関
で
納
付

今
年
度
は
、
里
町
・
東
栄
町
・
今
本
町
・
今
池
町
・
井
杭
山
町
・
安
城

町
・
高
棚
町
・
古
井
町
・
東
端
町
・
根
崎
町
・
堀
内
町
・
桜
井
町
・
二
本

木
新
町
・
北
部
区
画
整
理
地
区
の
そ
れ
ぞ
れ
一
部
の
区
域
内
の
土
地
に

「
受
益
者
負
担
金
」
を
賦
課
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

古井地区 

城山地区 

高棚地区 

問い合わせ�下水道管理課

根崎地区 

東端地区 

二本木 
北部地区 

石橋地区 

今本地区 

今池地区 

北部区画整理地区（里） 

北部区画整理地区（東栄） 

平成13年度に新たに賦課対象となる区域 
※区域について詳しくは同課へおたずねください。 


